
 

 

１．はじめに 
我が国においては、地域の交通環境改善に関する多くの

マニュアルが刊行されているものの、成功に至る地域固有

の課題や施策の背景など実行過程における関係者間のやり

とりにまで記述が及ぶことは少ない。また、成功事例を他

地域に導入するための検討材料を表面的に提供するに止ま

っている場合が多く、それらを参考に実施された多くの施

策が継続した成果を上げているとは必ずしも言えない。   
地域の交通環境は人口の配置、地形、気象、既存のバス

サービス、そして政治的な要因などによって異なっており、

交通政策を検討する前提条件は一つとして同じものはない。

それゆえ他地域の模倣ではなく「なぜそれをやるか」を明

確化し、それらを関係者間で共有することが重要であり、

初期段階の関係者間のコミュニケーションこそが施策実現

の最も大切な要素と言うことができる。 
一方、通勤時の交通渋滞は各地で発生しており、その要

因は就業規定や立地条件など企業側の事情に依る事が指摘

でき、その対処法には多くの共通点を見い出す事ができる。 
企業を通じた取組は、企業の協力が得られる限り通勤者

の参加率は高い。通勤交通は毎日発生しており目的地側で

の情報提供が発地側に比べ容易であり、情報提供のノウハ

ウさえ獲得すれば比較的安価に大きな効果が期待できる。 
近年、企業の地球温暖化対策やＣＳＲ活動、社員の健康

管理などの面から、企業がマイカー通勤の抑制に協力する

機運が高まっており、商工会議所や工業団地管理組合など

既存の枠組みを通じて話を持ちかけることで比較的容易に

取組が始められる環境がある。 
そのため、コミュニケーションを中心とした交通施策で

あるモビリティ・マネジメント（１）（以下ＭＭという）の

中でも、職場ＭＭとして各地で取り組みが拡がり、国土交

通省により「エコ通勤」としても普及が進められつつある。

しかしながら、これらの動きはともすれば補助金獲得のた

めに、その本質を理解せず、職場ＭＭを実施することが目

的化する懸念もある。 
職場ＭＭについてはすでに多くの研究・報告があり、実

験的・研究的な段階から実務的な段階へ移行している。 
千葉ら１）は英国での企業トラベルプラン作成支援やアメ

リカのCCLI(Commuter Choice Leadershio Initiative)等企業の

通勤対策への補助・支援策などＴＤＭの側面からの海外事

例を紹介している。職場ＭＭに関しては土木学会２）３）が刊

行した手引きにおいて職場ＭＭの意義や海外の事例から成

功のためにコーディネーターが重要であることが示されて

いる。我が国の実務論文としては、萩原ら４）が一定規模以

上の都市圏での実現可能性が高いことを示し、従業員への

意識付けから着手することの有用性を示唆し、萩原ら５）で

は職場ＭＭの効果を集計的データで示している。東ら６）、

酒井ら７）は工業団地への送迎バスに関連する職場ＭＭの事

例を取り上げ、施策内容、施策効果を、村尾ら８）は京都府

の取組を総括し、職場ＭＭへの期待を表している。 
職場ＭＭは一過性の社会実験に止まらず、企業自らの活

動として継続的なものへと発展させることが重要であり、

施策実現に重要な着手に至る過程の関係者間のやりとり・

工夫に踏み込んだ研究が求められる。 
本稿では、京都都市圏での職場ＭＭの取組を包括的に取

り上げ、通勤交通における課題を明らかにすると共に、職

場ＭＭの実行過程に着目し、成功要因や課題を整理する。

とりわけ、我が国で最も多くの実績を有する京都都市圏の

取組の成否を検証し、着手に至る準備段階、そして関係者

間の合意形成過程を明らかにすることで、今後、職場ＭＭ

が他地域で展開される際に極めて有益な知見を提供するこ

とを目的とする。 
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２．通勤交通における課題 

京都都市圏における通勤時交通の課題は自動車交通の渋

滞問題と郊外での公共交通サービスの充実であり、京都府

では京都商工会議所、宇治商工会議所の協力を得て、平成

16 年度に京都市南部及び宇治市域の郊外に立地する事業

所に対するアンケート調査（２）（以下、府調査という）を

実施している。 
 

２－１  通勤時交通の実態 

通勤時渋滞は、京都市の市街地外縁部の河川横断部や峠

など交通ボトルネックで恒常的に発生しており、地形的要

因や道路網の整備状況が大きな要因ではあるが、それ以外

にも府調査を通じいくつかの要因を指摘することが出来る。 
（１）就業時刻の集中 

定時勤務の始業時間は午前8:00～9:00の時間帯が約７割、

9:30まで拡大すると約９割と、一時に集中する。それに加

え通勤時の乗車人数は94.2%が一人乗りであり、その結果、

午前8:00前後に交通が集中し渋滞を引き起こしている。 
（２）通勤手当と企業の姿勢 

通勤手当を支給していない企業は6.3%に止まり、大半の

企業は通勤手当を支給している。 
現行の通勤制度では、交通用具を使用する者に実費弁償

の形で通勤手当が支給されるため、交通用具を自ら使用し

ない同乗者への通勤手当の支給が出来ず、交通事故時の同

乗者の補償が問題になることもある。 
久御山町企業へのヒアリング（３）においても、多くの企

業が通勤車両の任意保険を負担しておらず、社有車の相乗

り通勤であっても管理職が運転することを原則にするなど、

多くの企業は相乗り通勤を認めていない。 
一方、表１に示すように自動車通勤者の 14.3%が出勤時

に立ち寄り先があると答えているが、その内訳は 60.6%が

コンビニエンスストアと答えており、表２のように帰宅時

では 33.6%が立ち寄り先があるものの、ショッピングセン

ターがその 49.2％、コンビニエンスストアは 39.4%（重複

あり）と買物が中心となっており、子供の送迎や通院など

自動車通勤でなければならない必然性は低く、一人乗りの

要因は企業側の要因が大きいことを指摘できる。 
 
表１ 出勤時の立ち寄り先  

 学校幼稚園 会社銀行 ｺﾝﾋ゙ ﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｽｰﾊ゚  ー 病院 

比率 17.0％ 7.9％ 60.6％ 5.5％ 4.8％ 
表２ 帰宅時の立ち寄り先 

 学校幼稚園 会社銀行 ｺﾝﾋ゙ ﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｽｰﾊ゚  ー 病院 

比率 7.1％ 7.4％ 39.4％ 49.2％ 6.6% 
※ 表１，２ともに、いずれも重複あり 
 
（３）従業地の郊外化 

通勤手段は通勤者の居住地と従業地の特性により使い分

けがされている。京都都市圏では京都市の都心から放射状

に鉄道網が発達しているため、周辺地域から都心への通勤

手段は大半が鉄道利用となっている。一方、新規の工場立

地の郊外化が進行し、郊外から郊外に向かう移動や環状方

向の移動に関しては、鉄道網など公共交通サービスが希薄

なことから、通勤手段として自動車を使わざるを得ない環

境が拡大している。 
京都府ＴＤＭ基本計画１１）によると、亀岡市から京都市

内への通勤手段では、京都都心部へは約８割が鉄道利用で

ある一方、京都市西部・南部へは約６割が自動車利用等と

なっており、郊外と郊外を移動する場合に公共交通を利用

すると、都心を経由した移動となり、環状方向の移動に関

しては自動車利用が時間的、経済的に有利となっている。 
（４）郊外での公共交通サービスの低水準 
 表３に示すように公共交通で移動する際の問題点として

は出勤時の勤務先最寄り駅から勤務先までのバス移動とな

っており、郊外に立地する事業所では鉄道駅からの端末交

通のサービス水準の問題から公共交通が使われず、自動車

利用の比率が高くなっている。 
 
 表３ 公共交通で移動する際の問題点 

公共交通利用時に最も不便な移動 回答率 
出勤時の勤務先最寄駅から勤務先までの路線バス 18.0% 
出勤時の自宅から自宅最寄駅までの路線バス 17.3% 
出勤時の自宅最寄駅から勤務先最寄駅までの鉄道 13.2% 
帰宅時の勤務先から勤務先最寄駅までの鉄道 8.4% 

 
以上のように通勤者個人は従業地や居住地の郊外化と就

業条件により、それが個人にとっては、最も早く、安く通

勤できる手段であると判断し自動車通勤を選択しており、

地球温暖化対策を訴えても交通行動の転換は容易ではない。

このことから、通勤制度にまで踏み込み、企業自らの問題

として、連携して取り組まなければマイカー通勤の抑制は

極めて難しい問題といえる。 
 

２－２ 通勤対策実施上の課題 

（１）企業側の課題 

村尾ら８）が指摘しているように、通勤用の新しい交通モ

ードを構築する上では、それが安定的に継続する保証が必

要となる。通勤者が自動車通勤から転換しようとすると、

通勤定期が６ヶ月単位で支給されることや通勤用の駐車場

を一度手放すと再度確保することが容易でないなど、新し

い交通モードが安定的に継続されることが必要条件となる。

一方で通勤用送迎バスは朝の時間帯は駅から企業へ、夕刻

には企業から駅への片方向の需要となり、昼間時間帯には

需要が極端に落ち込み、残業などの関係で夕刻の需要はか

なりばらつきが生じることから、経費的に割高となり、路

線バスの成立が難しく、個別に最寄り駅への送迎バスを維

持できる企業も限られる。 
 企業は社員の利便性・人材確保・通勤時の事故や健康管



 

 

理の問題と通勤手当の支給総額を比較考量し、それぞれの

立地条件に応じて意志決定をしている。地価の高い都市近

郊部では駐車場維持費とバス運行経費が拮抗するものの、

企業が単独で送迎バスを運行するには、ダイヤ、ルート、

車両の維持確保などの手間がかかり決して容易ではない。 
（２）行政側の課題 

 施策を実施する地方自治体において企業の窓口となるの

は商工担当部局であり、主に企業誘致や中小企業対策を担

っているが、通勤対策を扱える専門家はいない。また、交

通政策の担当部署でも通勤時交通は行政界を超え広域に移

動し公共交通の管理責任や許認可権限を有していないこと

から政策の優先順位や緊急性が低く、通勤者の視点に立っ

た企業間連携の調整や交通事業者との調整は工業団地など

を除き、自発的には行われない現状を指摘できる。 
 

３．京都都市圏における職場ＭＭの実施状況とその特徴 

京都都市圏では表４に示すように、平成17年度の宇治地

域通勤交通社会実験（宇治市）を皮切りに、平成18年度の

久世工業団地（京都市南区）、久御山工業団地（久御山町）、

宇治田原工業団地（宇治田原町）、平成19年度には木津川

台地区（木津川市）、そして大井工業団地（亀岡市）におい

て企業とコミュニケーションを実施し、それぞれに多くの

知見を得ている。 
表４ 京都都市圏での職場ＭＭ取組箇所の概要 

地区名 着手/実施 参加企業 
/通勤者数 

最寄駅への 

バス所要時間 

宇治市宇治地区 H16/H17 152社/4,400人 0～5分 
久世工業団地 H17/H18 61社/1,700人 20分 
久御山工業団地 H17/H18 58社/1,000人 10～15分 
宇治田原工業団地 H17/H18 55社/1,748人 50分 
木津川台地区 H18/H19 3研究所/620人 10分 
 
対象となった箇所は、京都府ＴＤＭ基本計画１１）策定過

程での市町村・土木事務所アリングや京阪神都市圏パーソ

ントリップ調査１２）の結果から地元市町村が交通課題を認

識し、地域全体の課題として動かせる箇所を抽出している。 
 

３－１ 地域全体の取組とすることの重要性 

萩原ら４）は職場ＭＭを、その実施主体に応じて２種類に

大別しており、一つは行政などが企業の職場を借りて直接

通勤者一人ひとりとコミュニケーションを実施する「個人

的プログラム」、そしてもう一つが企業自ら通勤制度の見直

しや通勤バスの運行を行う「組織的プログラム」である。 
通勤者個人は、現在の通勤手段が最適であると判断をし

ている以上、通勤行動の変容を促すには、与条件が変わる、

つまり企業側が通勤制度を変える「組織的プログラム」の

展開が必要となってくる。 
それでは、どうすれば企業やその担当者が自らのことと

考え、新たな経費の支出や組合交渉などに踏み出したかと

いうと、京都市南区（４）での企業ヒアリングの結果から、

企業が取組に参加した理由は以下のとおりである。 
・商工会議所からの要請があり、地域全体の取組だから。 
・ISOやKESをやり尽くし、次の一手を考えていた。 
・通勤時の渋滞が激しく、業務に支障をきたしていた。 
・連携して取組むことでコストダウンになるから。 
・優秀な社員を確保するために便利な交通手段が必要。 
といったものであり、地域全体の取組として実施すること

の重要性を指摘できる。 
京都府では図１のように、事業着手に先だって、立地企

業の実情に精通している地元商工会議所に市町村や府地域

振興局の商工担当者と趣旨説明に出向き、地域の指導的立

場にある有力企業の紹介をうけ、核となる企業への接触を

行っている。そして、商工会議所を通じて面談依頼を行う

ことにより面識のない交通担当者が工場長などの幹部・経

営層と接触でき、直接事業趣旨を説明し推進役を依頼する

ことで、企業内また地域内の意志決定に大きな効果を発揮

したと考えられる。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図１ 京都府における職場ＭＭのプロセス 
 

また、地域の交通事情や企業の勤務形態を具体に把握す

るため、事業着手時にヒアリングや事業所アンケートを実

施し、それぞれの抱える交通課題を探り、地域の実情・ニ

ーズに合致し、共通の課題認識が得られ、地域全体の取組

となるように努力している。 
事業の継続性や地域内の合意形成の場としては、表５の

ように地域毎に学識経験者や行政、交通事業者など関係者

が一堂に会する協議会を設けている。通勤交通が行政界を

超えて移動し、企業も地域を超えて活動をしていることか

ら、協議会のメンバーは府県や国など広域的な視点から交

通を考える組織や世界の最先端を認識している学識経験者

が加わることで、協議会参加者に対する組織の権威づけ、

信頼感・安心感の確保がなされている様子が担当者ヒアリ

ングより伺えた。そして、これらの調整・事務局を京都府

関係者を特定し、協議会を組織化 
改善方策を検討 

プロジェクトの実施／フィードバック 

事業所・通勤者実態調査から具体の課題を抽出 

核となる立地企業へ関係者を通じて接触 

パーソントリップ調査等から課題箇所を抽出 
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が業務として担っていることが大きな特徴といえる。 
表５ 職場ＭＭに関する協議会構成メンバー 
地区協議会名 構成メンバー 

 
宇治職場ＭＭ推進会議 

国・京都府・宇治市・宇治商議所・ 
３企業（担当）・鉄道・バス・ 
タクシー・ＮＰＯ・警察・大学 

久世工業団地周辺地域共

同運行システム構築検討

会議 

国・京都府・京都市・京都商議所・ 
工業団地協同組合・ 

３企業（幹部）・バス・大学 
久御山工業専用地域周辺

通勤バス検討会議 
京都府・久御山町・久御山町商工

会・７企業（担当）・バス・大学 
宇治田原工業団地交通問

題検討会 
京都府・宇治田原町・工業団地管

理組合・９企業（幹部） 
木津川台地区職場ＭＭ推

進会議 
京都府・木津川市・学研都市推進

機構・３研究所（幹部）・バス 
 
３－２ 京都都市圏における職場ＭＭの実際 

 京都都市圏における職場ＭＭの実務報告に関し、宇治地

域通勤交通社会実験、久世工業団地共同運行バスの実現に

ＭＭ手法が大きな成果をあげたことは、東ら６）、酒井ら７）、

村尾ら８）に詳しい。ここでは、事業に至る準備段階や実行

過程に着目し宇治田原工業団地、木津川台地区、久御山工

業団地を取り上げ、実務担当者との議論により得られた「解

釈」を通じて浮き彫りにされた、その成功要因と課題を明

らかにする。 
（１）地域あげての取組となった事例（宇治田原工業団地） 

宇治田原工業団地の取組が開始されたのは、宇治地域で

の職場ＭＭの成果を聞いた府地方振興局・宇治田原町が、

通勤時の国道の恒常的な渋滞対策として活用できないか

という問題意識に始まった。 

 

図２ 宇治田原工業団地の位置 

 

図２のように宇治田原工業団地（55社、従業者数約

1,750名）は、最寄り駅であるJR宇治駅（宇治市：約14km）、

近鉄新田辺駅（京田辺市：約14km）から路線バスが走っ

ている。バスは通常35分程度で到着するところが通勤時

は渋滞により約１時間を要し、従業員の約75%が自動車通

勤であり、工業団地へのメインルートとなる国道307号は

朝の通勤時間帯に恒常的に工業団地入口から約2kmの渋

滞が発生していた。京都府山城北土木事務所では、平成

17年度から通勤時の渋滞状況、交通量調査、通勤実態把

握のための企業アンケートを実施し、ほとんどの企業が渋

滞について問題意識を有しているものの、マイカー通勤の

抑制は難しいと感じ、８割以上の企業がマイカー通勤抑制

の公的な取組には協力意向を示していた。また、国道307

号の通勤時渋滞は、工業団地への通勤者のみならず地域住

民も巻き込まれ、細街路への通勤車両の進入などの問題も

発生していた。 

宇治田原工業団地管理組合では、かねてから共同送迎バ

ス運行をはじめ通勤自動車対策を議論してきたが実行に

は至っていなかったことから、京都府、宇治田原町と連携

し改善策を検討するため、工業団地管理組合主要企業の工

場長など、幹部からなる通勤問題検討会を立ち上げ実施体

制を整えた。 

検討会には毎回経営層や工場長が一堂に会し、本音の議

論を繰り返した。当初は検討会参加者も行政への要求（国

道バイパス早期建設）やバスへの転換の難しさを訴える意

見や地球温暖化対策のためのマイカー通勤抑制は、通勤者

の理解が得られないといった当事者意識が欠如した意見

が大勢を占めていたため、年度内の補助事業での社会実験

を一旦あきらめた。 

検討会に学識経験者は加わっていなかったこともあり、

行政施策に対する不信感を払拭するため、事務局において

検討会で指摘のあった信号現示の問題点を現地で計測し、

その結果に基づき変更を警察に提案し、個別に企業ヒアリ

ングを実施し、バス会社との直通バスの交渉など具体の取

組を提示することを行った。その結果、検討会の一部の参

加者から、「行政がここまでやっているのだから、自分た

ちも」という発言が生まれ、参加者に当事者意識と行政に

対する信頼感が醸成されていった。 

平成19年2月、工業団地の全ての立地企業が参加し、

100名(自動車通勤1,300名の内)がモニターとしてマイカ

ーからバスへ転換することとし、バス会社が朝の直通バス

運行と帰宅時の路線バスを増発し、工業団地管理組合が参

加者の交通費を負担するとともに、全従業員へのワンショ

ットＴＦＰが行われた。 

その結果、信号現示変更の要素もあり、100台の削減の

みの効果とは言えないものの、工業団地からの渋滞が途切

れ、バスの遅れが最大27分短縮する結果となった。 

工業団地・行政・警察・バス会社が協力し、地域あげて

の取組の結果が目に見えて効果を現したことから、工業団

地では企業単位での始業時間の変更を模索している。 

（２）行政が総合調整役を果たした事例 

（木津川台・通勤プロジェクト） 

木津川台地区（木津川市）は学研都市・精華・西木津地

区に位置し、３研究所が隣接し、最寄り駅である JR 祝園

駅・近鉄新祝園駅、近鉄山田川駅から路線バスが運行され

約2kmの渋滞 

宇治地域 

0 1km 



 

 

ていた。京都府では平成18年度に郊外の研究所における相

乗り通勤の可能性を探るべくヒアリングを行ったが、大手

企業では通勤者の健康管理・安全管理面から、公共交通に

よる通勤を第一に考え、マイカーへの相乗りには消極的で、

バスサービスの充実に対する要望が強かった。そこで、近

鉄けいはんな線が開業したこともあり、平成19年度に３研

究所と(財)関西文化学術研究都市推進機構、京都府、木津

川市が連携し、木津川台地区職場ＭＭ推進会議を組織しワ

ンショットＴＦＰを実施した。希望者には個別に通勤プラ

ンの提供も行い利用者の声を集めた。その結果、平成 20
年3月の鉄道ダイヤの改正に合わせたバスダイヤの改正、

通勤ピーク時の車両の中型化、研究所前への新たなバス停

設置が実現した。 
これまで、バス会社に寄せられる声は地域住民からのも

のが多く、勤務地のバス会社へ通勤者からの声が直接寄せ

られることは少なく、バス会社が自ら通勤者の声を聞く機

会もなく、ある意味放置されてきた。今回の取組では実際

の利用者の具体的な改善要望が把握できたことに加え、協

議会メンバーが、鉄道のダイヤ改正のタイミングに合わせ、

役割分担、責任の範囲など、各主体間の総合調整を京都府

が第三者的な立場から一気に行ったことを指摘できる。 
木津川台地区に限らず、公共交通で通勤している者の声

は、具体的で切実なものであり、交通事業者を動かす上で

極めて説得力があるものといえる。 
（３）地域の合意形成に失敗した事例（久御山工業団地） 

 久御山町は京都市・宇治市に隣接した工場地帯（1,619
社：21,949人(H16)）で、町内に鉄道駅がなく自動車通勤者

が60%にのぼり、通勤時の渋滞が顕在化していた。 
 京都府、久御山町では、平成17年度に企業の通勤対策に

取り組むべく、行政、久御山町商工会工業部会、主要な立

地企業担当者、バス事業者が集まり、町内の通勤交通課題

を議論しアンケート調査を実施した。 
平成18年度には、このうち路線バス空白地域において、

久御山工業専用地域周辺通勤バス検討会議を設け、再度事

前アンケートを行い、利用意向の確認を踏まえ、近鉄大久

保駅からの通勤バス運行の社会実験を企画し、それに先立

つ勉強会、ワンショットＴＦＰを実施した。しかし、一連

の社会実験では、企業の参加が伸び悩み、通勤バスの利用

も当初想定を下回る結果となった。 
これは、久御山町域への通勤者が、居住地により最寄り

駅が京阪・中書島駅、京阪淀駅、近鉄・大久保駅と方向が

分散し、企業によって通勤方向のばらつきがあり、地域一

体となって取り組む機運が高まらなかったこと。課題認識

を共有できないまま、補助事業の期限に追われ社会実験を

行うことが目的化したこと。小規模事業所が多く総務部門

が脆弱で情報が総務担当に止まり、通勤者へ十分に趣旨が

伝わりきらなかったことを指摘できる。さらに、いくつか

の大手企業は町商工会に属しておらず、町行政の指導力も

十分には及ばす、準備段階の議論・体制づくりが不足し、

当事者意識が高まらず地域全体の取組とならなかったこと

を指摘できる。 
 

４．職場ＭＭ実行過程での知見 

 これら京都都市圏の取組を通じ得られた知見を整理する。 
（１）課題認識の共有 

久御山町の事例から明らかなように、地域で渋滞が発生

し、通勤時の公共交通サービスが希薄でも企業側がそれを

課題と認識し、それへの対応が地域の総意にまで高まらな

ければ、地域が一緒に行動することは出来ない。それゆえ、

企業への通勤実態調査を踏まえ、地域共有の課題認識に基

づき、何のために職場ＭＭのプロジェクトを共同で実施す

る必要があるのかを関係者相互が共有出来るかが最も大切

なことと言える。 

久世工業団地（３社）、木津川台地区（３社）では地域の

牽引役となる企業等の幹部による合議の結果、主体的な意

志決定が図られたように、企業と行政・交通事業者が連携

を図る上では、課題を共有すべき関係者が一堂に会し、そ

こで役割分担と意志決定が出来る環境があることで参加者

のまとまりが生じ、一つのチームができあがる。 

久世工業団地では、3社で個別に運行していた送迎バス

を地域全体で共同化することにより、参加企業は23社（平

成20年度末）に拡大している。事後ヒアリングによると、

雇用条件として自動車通勤を認めているため、既存の自動

車通勤者の転換は容易ではないものの、共同バス運行開始

以降に採用・異動してきた従業者は共同送迎バスの利用が

増えており、地域のインフラとしての役割を担い、一社で

は出来ないことを地域全体で克服した事例といえる。 

（２）協議会組織の運営の工夫 

一方、久御山工業団地（７企業）、宇治田原工業団地（９

企業）では、参加企業が増えることで傍観者的な参加者の

発言が会議の雰囲気を乱し協議会運営に苦労が生じた。 

 久世工業団地、宇治田原工業団地では、理事長・組合長

が地域企業を束ね、個々の企業の利害を超え、地域全体の

事を考え、リーダーシップを発揮された結果、各企業のベ

クトルが一つになった。企業経営者には、地域貢献の意識

を持つ企業リーダーが多く存在しており、この人たちの力

を借りることでこれらを克服できる。 

久御山工業団地のように町商工会主導では大手企業の巻

き込みに限界がある。久世工業団地では、当初から京都商

工会議所と連携してきたことから、工業団地に属さない周

辺の大手企業の参画を得ることも出来ており、地元を超え

た協議会組織の構成も検討が必要と言える。 

また、協議会事務局は、行政が担っているため、人事異

動により事業のノウハウが継承されない危惧がある。 

宇治地区、久世工業団地、木津川台地区のように、協議

会に学識経験者が入ることで、実施側の技術的な根拠、世

界最先端の事例把握などに加え、行政の人事異動による事

業の断絶を回避出来る効果も期待できる。 

（３）コーディネーターの存在 

職場ＭＭの実施においてコーディネーターの存在が重要



 

 

であることは土木学会の手引き２）に示されているが、京都

都市圏の事例では企業と交通事業者、警察などの関係機関

間調整など各地域の通勤対策全体を京都府交通対策課の専

任職員が事業全体のマネジメントと関係機関調整などプロ

デューサー役を担っている。 

手引きに示されたコーディネーターは、通勤者一人一人

に働きかける主体を想定しているが、職場ＭＭでは通勤者

への働きかけの前に企業の担当者にＭＭに本気で取り組ん

でもらうことが重要である。 

企業の担当者は通勤問題以外に多くの業務を抱えており、

職場ＭＭの優先順位を高める理由が必要となる。京都府で

は専任職員が企業の担当者と直接話をし、地域や起業の有

する課題を探り出し、施策の総合化と関係者間の連携を実

現しているが、地域全体の取組として地域貢献の位置づけ

を持たせ、専任職員の本気度が関係者を動かす鍵となって

いる。 

都道府県の組織内には、あらゆる組織とつながりのある

部署が存在する。宇治田原工業団地や木津川台地区で見ら

れるように、多様な関係者間の調整を第三者的な立場で行

うことは、現時点では都道府県の交通政策担当者が適当と

考えられる。 

我が国では通勤削減条例などの強制力のある規制が存在

するわけではないため、企業自らが企業内に社員の通勤手

段を直接アドバイスするコーディネーターを配することは

容易ではない。環境活動やＣＳＲなどに関心の高い大企業

と違い中小企業では総務部門の人員は限られ、社長自らが

全てを行っている事例も見られ、専門知識を有する社員を

配することは難しいうえ、都市近郊では公共交通による通

勤経路の選択肢は極めて複雑で、複数の選択肢の中から最

も乗り換えがスムースで時間と経費を抑えたルートを提示

することは容易なことではない。 

行政施策として実施する上では委託事業となることから、

特定のコンサルタントが継続して事業に関わることは容易

でなく、年度当初には発注業務に伴う空白期間も生じる。

そして何より通勤コ―ディネーターが活躍できる市場がな

く人材供給が進まないなど、多くの課題を指摘できる。 

 
５．おわりに 
 現時点で職場ＭＭの実現において府県など行政の交通政

策担当者がプロデューサー役を担うことが適当であると指

摘をしたものの、現実には行政の交通政策分野においても

専門的知識を有し、企業と直接対話が出来る人材は極めて

少なく、組織的に専任のＭＭ担当者を配することは厳しい

のが実情である。 
行政内では道路や都市計画など、旧来の建設行政に関連

する技術研修はある程度確保されているが、こと交通政策

に関しては専門的知識を体系的に学び、世界の最先端の情

報を習得する機会がないのが実情である。 
本稿では、京都都市圏における職場ＭＭの実行過程を通

し、その成功要因、実行過程の工夫、今後の課題を明らか

にしたが、地域の交通事情に精通した熱意ある担当者を育

て、関係者との協働や利用者の立場に立った丁寧なコミュ

ニケーションを行う人材が活躍する枠組を地域全体で作り

上げることが何よりも大切なことと指摘できる。 
関西では、ＮＰＯ法人“持続可能なまちと交通をめざす

再生塾”が交通政策の人材育成活動を進めているが、こう

いった人づくりと同時に、交通政策技術者がその職能を認

められ、活躍できる環境づくりが進むことを大いに期待し

たい。 
 
【補注】 

(1)過度に自動車に頼る状態から公共交通や自転車などを『かしこく』使う

方向へと自発的な転換を促す、コミュニケーションを中心とした持続的

な一連の取組 

(2) 京都府(2005)「地球温暖化防止対策として交通行動変容を求める自動車

利用抑制の可能性に関する調査」 事業所調査；平成 16 年 10 月 1 日～

10 月 20日、事業所数（京都市伏見区・南区・宇治市の 1331社）回答数

443件、回収率は33.3％  従業員調査；平成16年11月 15日～12月 8

日、217社3500通配布、回答数2087件、回収率59.6％ 

サンプル数；表１ 1,168､表２ 1,147、表３ 1,571（不明無回答のぞく） 

(3) 京都府南部地域の企業と連携した交通運営方策研究会・久御山町分科会

（2006年2月:6社）において総務担当者を対象に実施 

(4) 京都府南部地域の企業と連携した交通運営方策研究会・南区分科会

（2006年2月､3月：5社)において総務担当者を対象に実施 

【参考・引用文献】 
1) 千葉尚・高橋勝美(2003)「企業ＴＤＭの推進策に関する考察」土木計画

学研究講演集 No.28 

2) （社）土木学会(2005)「モビリティ・マネジメントの手引き」、pp.105-122 

3)（社）土木学会・土木計画学研究委員会 JCOMM 実行委員会(2008)「「職

場交通マネジメント」の手引き」 

4) 萩原剛・藤井聡(2007)「事業所における組織的なモビリティ・マネジメ

ントに関する分析」土木学会論文集D、63(2)、pp.169-181 

5) 萩原剛・村尾俊道・島田和幸・義浦慶子・藤井聡(2008)「大規模職場MM

の集計的効果検証とMM施策効果の比較分析」土木学会論文集Ｄ、 64 (1)、 

pp.86-97 

6) 東徹・村尾俊道・小西章仁・藤井聡(2007)「工業団地における「共同バ

ス」の導入を中心とした職場ＭＭ」土木計画学研究・講演集No35 

7) 酒井弘・藤井聡・村尾俊道(2008)「複数企業による共同運行バスシステ

ムの導入に向けた取り組み」土木計画学研究・論文集、25(4)､

pp.1017-1024 

8）村尾俊道・中川大(2008)「京都府におけるモビリティ・マネジメント導

入の意義と展望」都市計画論文集No43-3、pp.787-792 

9) 京都府(2005)「地球温暖化防止対策として交通行動変容を求める自動車

利用抑制の可能性に関する調査報告書」 

10) 京都府・京都市(2007)「平成18年度複数企業の交通管理運営組織による

共同運行システムの構築調査業務報告書」NEDO技術開発機構、 pp.30 

11) 京都府(2005)「京都府交通需要マネジメント施策基本計画」資料編

http://www.pref.kyoto.jp/tdm/tdm.html 

12）京阪神都市圏交通計画協議会(2002)「第４回京阪神都市圏パーソント

リップ調査報告書 ﾏｽﾀ ﾌーｧｲﾙ概要編」  


